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工事目的物の部分使用に関する特記仕様書 
 
本工事による工事目的物の一部は，その目的上施工後速やかに一般の用に供する必要が

ある． 
このため，発注者は，受注者からの引渡し前においても部分的に工事目的物の一部を使

用できるものとし，受注者はこれを承諾しなければならない． 
 
 
 
 
＜参考＞ 建設工事請負基準約款 

 

(検査及び引渡し) 

第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受

けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するため

の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要

があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査すること

ができる。 

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

4 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもつ

て、工事目的物の引渡しがあつたものとみなす。 

5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなけ

ればならない。 

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

 

(部分使用) 

第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の

承諾を得て使用することができる。 

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。 

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼし

たときは、必要な費用を負担しなければならない。 


